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 （い い 労 務） 

男性の育児参加で注目される「ペア休」って何だ？

◆「ワンオペ育児」に対する問題意識の高まり 

令和元年度の厚生労働省の調査では、女性の育児休業取得率

83％に対し男性は 7.48％と、大きな差があります。こうした

差が、女性が出産・育児を理由に退職したりする原因になった

り、母親に家事・育児の負担が偏る、いわゆる「ワンオペ育児」

を発生させたりしているといわれます。 

◆育児参加を望む男性の割合は？ 

一方、ゼネラルリサーチ株式会社が 2019 年３月に 20～40

代男女を対象に実施したアンケート調査では、男性の育休取得

について 57.4％が「許されるなら取得したい」と回答してい

ます。 

さらに、コロナ禍により共働きの夫婦がともに自宅でテレワ

ークを行う機会が増えたこともあり、以前にもまして育児に参

加したいと考える男性が増えています。 

◆「ペア休」とは 

このような変化を受け、共働きの父親と母親が一緒に育児休

業を取る「ペア休」が、最近注目されています。 

これは、「パパ・ママ育休プラス」という制度により、父親

と母親で時期をずらして育児休業を取得し、子どもが１歳２カ

月になるまで休業期間を延長するというものです。 

ペア休経験者によれば、育児休業に入る前から職場で仕事を

分担し、互いに支え合う雰囲気が生まれ、育児休業中の家事・

育児の負担を分担できたことで気持ちに余裕が持てた、などの

効果を実感できたという声があります。 

◆改正育児・介護休業法では男性育休制度も創設 

今国会で成立した改正育児・介護休業法では、男性の育児休

業取得促進のため、子の出生直後に取得できる、新しい育児休

業制度も設けられました。新制度は、２回までの分割取得が可

能で、労使協定を締結し、労働者と事業主が個別に同意してい

る場合には休業中の就業も一定程度可能とするなど、柔軟な制

度となっています。 

詳細は今後省令等において明らかにされ、令和３年６月９日から

１年６月を超えない範囲内で政令で定める日より施行されます。企

業において改正対応を検討するタイミングはまだ少し先となりま

すが、昨今の変化を踏まえると、今から育児休業を取得しやすい環

境を整備しておくことは、若手人材の募集や定着を促す意味でも、

効果が期待できそうです。 

 

コロナ対策で注目、「昼休みの時差取得」 

◆「昼休みの時差取得」とは 

令和３年５月に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針」（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）が改正され、感染

防止のための取組みに「昼休みの時差取得」が追加されました。昼

休みを一斉に取得した場合、休憩室や更衣室、喫煙室やエレベータ

ー、近隣店舗などに人が集中し、感染リスクが高まる可能性があり

ます。これを抑制するために、昼休みの時間をずらして取得しても

らうという取組みです。 

◆手続き上の留意点 

 労働基準法では、休憩時間は労働者に一斉に与えなければならな

いこととされており、昼休みを時差取得とする場合には、労使協定

を締結して、①対象者の範囲、②新たな昼休みの時間の２点を取り

決めなければなりません。労働者の意向などもよく確認しながら、

職場の実情に応じて取り決めることが重要とされています。 

※労使協定は、過半数労働組合または過半数代表者と書面で締結す

る必要があります。 

※以下の業種については、一斉休憩の規定は適用されていません。 

①運輸交通業、②商業、③金融・広告業、④映画・演劇業、⑤通

信業、⑥保健衛生業、⑦接客娯楽業、⑧官公署（現業部門を除く） 

※常時 10 人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変

更手続も必要です。 

◆労使で話し合い、理解を求める 

 感染症対策に有効な昼休みの時差取得ですが、導入を検討する際

には、そもそもなぜ休憩時間の一斉付与が原則とされているのか、 

 

労使ともに理解しておくべきでしょう。働いている同僚

を気にして休憩を早めに切り上げたり、ずらして取得し

ている休憩時間中に取引先に対応する、あるいは休憩時

間を取り過ぎるといったことがないよう、労使で導入・

運用について意向を擦り合わせながら、効果的かつ適切

な感染症対策をすることが望まれます。 

 

7 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

12 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限［年金

事務所または健保組合］＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安定

所］＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分

の確定保険料の申告書の 

提出期限＜年度更新＞［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便局または

銀行］ 

15 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜６月 30 日の現

況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業安

定所］ 

 

 
 


